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経済企業委員会会議録 

 

令和元年１２月１７日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時５９分閉議（実時間１１７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第９７号・令和元年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１００号・令和元年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第１０４号・指定管理者の指定につい

て（やつしろハーモニーホール） 

１．議案第１０５号・指定管理者の指定につい

て（八代市働く婦人の家） 

１．議案第１０６号・指定管理者の指定につい

て（八代市広域交流地域振興施設、八代市

松中信彦スポーツミュージアム） 

１．議案第１０７号・指定管理者の指定につい

て（八代市日奈久観光交流施設） 

１．議案第１０８号・指定管理者の指定につい

て（五家荘平家の里、緒方家、左座家、五

家荘渓流キャンプ場、五家荘自然塾、梅の

木轟公園管理施設） 

１．議案第１２７号・八代市簡易水道事業の設

置等に関する条例の制定について 

１．議案第１２８号・八代市水道事業の設置等

に関する条例の一部改正について 

１．発議案第１１号・やつしろ産トマト消費拡

大推進条例の制定について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 ・水道事業に関する諸問題の調査 

 （２０２０みなと八代フェスティバルの開催

について） 

 （日本遺産について） 

 （民俗伝統芸能伝承館（仮称）について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  村 川 清 則 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員          君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     沖 田 良 三 君 

  農林水産部次長   福 田 新 士 君 
 
  鏡農林水産地域 
            村 井 幸 治 君 
  事務所長 
 

 経済文化交流部長   山 本 哲 也 君 

  経済文化交流部次長 中   勇 二 君 

  経済文化交流部次長 岩 崎 和 也 君 

  スポーツ振興課長  小 野 高 信 君 

  商工政策課長    田 中   孝 君 

  観光振興課長補佐  西 村 一 章 君 
 
  理事兼 
            南   和 治 君 
  国際港湾振興課長 
 

  文化振興課長    沖 田 丈 房 君 

  文化振興課長補佐  山 﨑   摂 君 

 総務企画部 

  泉支所地域振興課長 中 村 道 久 君 
 
  地域振興課主幹兼 
            髙 田 剛 志 君 
  観光係長 
 

 部局外 

  水道局長      松 田 仁 人 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（村川清則君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（村川清則君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それではまず、歳出の第５款・農林水産業費

について、農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（沖田良三君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第９４号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、第５款・農林水

産業費につきまして、福田次長より説明いたさ

せますので、御審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

○農林水産部次長（福田新士君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部の福田でございます。よろし

くお願いします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○農林水産部次長（福田新士君） 議案第９４

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第８

号中、当委員会に付託されました農林水産部関

係分について説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、本年度の人

事院勧告等に準じた給与改定を含む人件費補正

が行われておりますので、予算書の説明に入り

ます前に、給与改定の内容につきまして説明を

させていただきます。 

 給与改定につきましては、本市におきまして

３年連続の引き上げの実施となっております。

今回の改定では、給料表、期末勤勉手当が対象

となっており、まず、給料表につきましては水

準を平均０.１０％引き上げるものでございま

す。 

 これは、若年層に重点を置いた引き上げ改定

となっており、この改定による引き上げ対象者

は全会計で２７０名となっております。 

 次に、期末勤勉手当につきましては、年間支

給月数を４.４５月から４.５０月へと０.０５

月引き上げるものでございます。 

 その他、給与改定以外の補正の増減の要因と

いたしましては、人事異動に伴う職員数の変

動、休職者や育児休業者、市町村職員共済組合

などの負担金の率改定の影響によるものでござ

います。 

 それでは、予算書の１３ページをお願いいた

します。 

 款５・農林水産業費で補正額６４３４万４０

００円を計上し、補正後の金額を４２億６５０

７万７０００円とするものです。 

 次に、２２ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費でございますが、補正額４３０万

７０００円を計上し、補正後の金額を９６３７

万２０００円とするものです。 

 説明欄の職員７人分の補正として３２６万２

０００円の増額となっており、給与改定による

影響のほか、人事異動等に伴う手当などが増額

の要因となっております。 

 また、農業委員会事務事業で補正額１０４万

５０００円を計上しております。 
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 本事業は、現行の農家台帳システムが今年度

末でサポートを終了しますことから、新たに国

が提供しております新農家台帳システムへ農家

台帳情報を移行するためのデータ変換や突合フ

ァイル作成機能の構築に要します経費を補正す

るものでございます。 

 今年度中に新システムへの移行を完了し、令

和２年度当初からの本格運用に向けまして作業

を進める予定としております。システム移行業

務委託として、委託料１０４万５０００円を予

定しております。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目２・農業総務費でございますが、職員５４人

分の補正として３３８７万円の増額となってお

ります。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目６・農事研修センター費でございますが、職

員３人分の補正として８万２０００円の増額と

なっております。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目８・農地費で、補正額８４３万３０００円を

計上し、補正後の金額を１１億４７４２万７０

００円とするものです。 

 説明欄の職員１２人分の補正として４９４万

２０００円の減額となっております。 

 また、市内一円土地改良整備事業で補正額１

３３７万５０００円を計上しております。 

 本事業は、八代平野北部土地改良区が実施す

る団体営事業の事業採択に伴い、八代市農業農

村整備事業負担割合基準に基づき、事業に係る

市の負担割合を実施主体に対して補助するもの

でございます。 

 実施主体は八代平野北部土地改良区で、対象

事業は球磨川右岸の用水路改修工事と非常用発

電機整備の２事業が予定されております。 

 球磨川右岸の鏡町、千丁町、海士江町、高島

町及び郡築の地内に、合わせまして延長１２０

０メートルほどの用水路改修工事と、その実施

設計に要します事業費５０３８万円に対しまし

て、市の負担割合１３％に相当します補助金６

５５万円、また、大硴排水機場の非常用発電機

整備に要します事業費５２５０万円に対しまし

て、市の負担割合１３％に相当します補助金６

８２万５０００円を予定しております。 

 なお、特定財源としまして市債１１９０万円

を予定しております。 

 また、本事業につきましては、八代平野北部

土地改良区におきまして適正な工期が確保でき

ず、予算の繰り越しを予定されていることか

ら、本市の補助金につきましても全額繰越明許

費をあわせて設定予定としております。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目１１・農業研修施設管理費で、補正額１２７

万９０００円を計上し、補正後の金額を１５７

１万円とするものです。 

 本事業は、鏡さわやか農園管理運営事業とし

まして、補正額１２７万９０００円を計上して

おります。 

 本事業は、鏡さわやか農園の土地所有者から

土地の返還の申し出がありましたことから、本

年１２月末をもちまして当農園を廃止し、令和

２年３月末までに原状への回復を行い、土地所

有者へ土地を返還するものでございます。 

 農園施設撤去及び整地工事に係る経費とし

て、工事請負費１２７万９０００円を予定して

おります。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費、

目１２・地籍調査費で補正額６３２万８０００

円を計上し、補正後の金額を２億５５４２万４

０００円とするものです。 

 説明欄の職員１８人分の補正として１４９万

２０００円の減額となっております。 

 また、地籍調査事業で補正額７８２万円を計

上しております。 

 これは、地籍調査事業におきまして、機労材

単価の上昇に伴う測量業務委託の不足分を補正
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するもので、委託料７８２万円を予定しており

ます。 

 なお、特定財源としまして、事業費の４分の

３に当たります県支出金５８６万５０００円を

予定しております。 

 次に、款５・農林水産業費、項２・林業費、

目１・林業総務費でございますが、職員１０人

分の補正として１４８８万１０００円の増額と

なっております。 

 次に、款５・農林水産業費、項２・林業費、

目４・林道施設改良費でございますが、職員２

人分の補正として１０８万円の減額となってお

ります。 

 次に、款５・農林水産業費、項３・水産業

費、目１・水産業総務費でございますが、職員

４人分の補正として３７５万６０００円の減額

となっております。 

 以上で、一般会計補正予算・第８号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） 説明が終わりまし

た。それでは、以上の部分について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ２２ページ、今説明が

あった款の農林水産業費の中で、目の１１・農

業研修施設の管理費、備考の中で鏡さわやか農

園管理運営事業ということで、今、福田次長か

ら説明があったわけですけども、これは旧鏡町

のときからのさわやか農園で、当初、この施設

はいつごろできたんですか。 

○鏡農林水産地域事務所長（村井幸治君） 鏡

農林水産地域事務所の村井でございます。 

 当初、農業者以外の人たちを対象に鏡町時代

に平成４年１０月に開設されたものでございま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 途中、所有者の方々、

これいつごろから、市に対して処分をしてくれ

という、そのお願いというのはいつごろからあ

ったんですか。 

○鏡農林水産地域事務所長（村井幸治君） ３

１年度の３月に土地の返還をしていただきたい

ということで、地権者よりお願いがございまし

た。 

○委員（山本幸廣君） あとの継続というの

は、もうこれは別な施設をつくるとかそういう

ことは考えてないんですか、執行部としては。 

○鏡農林水産地域事務所長（村井幸治君） 八

代市には千丁と鏡のほうに２カ所ございまし

て、千丁のほうが若干あいてるような、何区画

かあいてるような状況がございまして、新たに

鏡のほうでつくるということでなくて、その

後、千丁のほうに斡旋をしたいと考えておりま

す。 

 その後の利用状況を勘案しまして、またその

後考えていきたいと考えております。 

○委員（山本幸廣君） 利用条件を見ながら、

鏡さわやかですので、やっぱ鏡地域というとこ

ろにやっぱ建設という考えは持っとるというこ

とで理解してよろしいんですかね。 

○鏡農林水産地域事務所長（村井幸治君） は

い、そういうふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） そこでですね、鏡の地

域の方々が来たときには、ここの場所以外のと

ころで、このさわやか農園というのをつくって

くれるはずだろうというような御意見を聞いた

経緯があるもんですから、確認のために今その

質問をしておるという状況ですので、そこあた

りはっきりしていただいて、今のところ答弁で

は千丁に合同で利用させていただきたいとい

う、もうそういう方向で進んどるということで

御理解してよろしいですか。 

○鏡農林水産地域事務所長（村井幸治君） は

い、そのとおりでございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） わかりました。 
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○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、なけれ

ば、以上で第５款・農林水産業費についてを終

了いたします。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１６分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明願いま

す。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部部長の山本です。 

 経済企業委員会に付託されました議案第９４

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第８

号中、経済文化交流部関係部分について、次長

の中より御説明いたします。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 それでは、着席の上、説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 今回、

事業費とあわせまして人件費の補正もお願いい

たしますが、給与改定の内容等につきまして

は、先ほど農林水産部のほうから説明があって

いると存じますので、ここでは割愛させていた

だきます。 

 それでは、補正予算書第８号の２４ページを

お願いいたします。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費では、職員４７人分の補正として３３７３

万７０００円を増額し、補正後の額が３億６５

２９万２０００円となっております。 

 主な要因といたしましては、給与改定による

増額や人事異動による職員の増員に伴う増額、

また、育児休業者２名の不用額分の減額による

ものでございます。 

 次に、３０ページをお願いします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費でございます。職員５人分の補正とし

て１５８６万２０００円を減額し、補正後の額

が１億３０９万８０００円となっております。 

 主な要因といたしましては、給与改定に伴う

増額及び人事異動による人員減に伴う減額等に

よるものでございます。 

 １つ飛ばしまして、目６・文化財保護費でご

ざいます。職員１１人分の補正として４１２万

９０００円を減額し、補正後の額が６億９７８

７万２０００円となっております。 

 主な要因といたしましては、給与改定及び人

事異動等によるものでございます。 

 次に、その下でございます。款９・教育費、

項８・社会体育費、目１・社会体育総務費でご

ざいます。職員１４人分の補正として１５１３

万３０００円を増額し、補正後の額が１億２８

４９万２０００円となっております。 

 主な要因としましては、給与改定及び人事異

動による人員増等によるものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 目２・社会体育事業費でございます。２８１

８万円を追加し、補正後の額が２億２６５５万

１０００円となっております。財源としまして

は、全額まちづくり交流基金を充てたいと考え

ております。 

 内容としましては、東京２０２０オリンピッ

ク聖火リレー開催事業といたしまして、来年５
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月６日に実施予定の東京２０２０オリンピック

聖火リレーの市内の区間における円滑な実施に

向けて、聖火リレーの運営及び当日最終区間と

してのセレモニーの運営等に要する経費として

熊本県実行委員会への負担金２７３５万２００

０円が主なものでございまして、そのほかに歓

迎機運醸成や交通規制等の周知等に関する経費

８２万８０００円を計上しているところです。 

 次に、目３・社会体育施設費でございます。

職員３人分の補正として１１万円を増額し、補

正後の額が２億７７６万９０００円となってお

ります。 

 主な要因といたしましては、給与改定及び人

事異動等によるものでございます。 

 以上、経済文化交流部関係の補正予算につい

て御説明申し上げました。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、東京２０

２０オリンピック聖火リレーの件ですけれど

も、八代市の負担金ですよね、２７３５万２０

００円という話が出ましたけれども、この負担

はどのような算出方法なのか、そこを教えてく

ださい。 

 それと、まちづくり交流基金を充ててこの事

業をやられるということなんですけれども、こ

の基金の残額、教えてもらってよろしいです

か。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）スポーツ振興課、小野でございます。 

 今、委員御質問のですね、経費の内訳としま

して、先ほど説明ありましたようにリレーの運

営、それと当日の最終区間が八代市ということ

で、セレブレーション、セレモニーのほうを実

施いたしますので、その経費というのを計上し

ております。 

 まず、聖火リレーの運営につきましてですけ

れども、総額のほうが２９４７万６０００円、

こちらのほうが県と市のほうで見込んだ実質の

負担ということで、八代市の負担につきまして

は１４７３万８０００円。 

 それと、セレモニーの経費といたしまして、

総額が２５２２万８０００円、これの２分の１

負担ということで１２６１万４０００円という

形での計上という形にしております。 

 どっちのほうにも２分の１ずつの県と市の負

担ということになっております。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） まちづ

くり交流基金を財源として充てるんですけど

も、その残額ということなんですが、済いませ

ん、きょうそこまでちょっと調べてきておりま

せんで、大変申しわけないんですけども。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。まちづ

くり交流基金についてはですね、いろいろと使

いやすいというか、いろんなとこで使われてま

すんで、非常にいい基金だろうなというふうに

は思うんですが、その残額を非常に心配してた

もんですから、後ほどまた教えていただければ

と思います。（経済文化交流部次長中勇二君

「はい」と呼ぶ） 

 あと、内訳についても聞きました。２分の１

ずつということだったんですけれども、リレー

運営についてはですよ、ほかの市町村もあると

思うんですよ。これも同じ負担割合、２分の１

でよかったですか。ほかのとこも一緒ですか。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 負担割合

につきましては、実施自治体ともに２分の１負

担、県のほうが２分の１負担ということになっ

ております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 
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○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） ないようでしたら、

これより採決いたします。 

 議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

◎議案第９７号・令和元年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９７号・令和元年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第１号を議題と

し、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

水道局の松田でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきたい

と思います。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） 議案第９７号・令

和元年度八代市簡易水道事業特別会計補正予算

・第１号について御説明します。 

 別冊になっております予算書の１ページをお

願いします。 

 今回の補正予算は、債務負担行為の設定でご

ざいます。第１条に定めます事項は、令和２年

４月１日から執行すべき業務でございまして、

年度開始前に入札等の契約事務を行うため、債

務負担を設定するものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 今回設定する債務負担行為の事項は簡易水道

事業水質検査業務委託で、毎年入札で請負業者

の選定、契約を行っております。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、その事業

者さんはどこって決まっとっとですかね。何か

不明の……。 

○水道局長（松田仁人君） 業者さんにつきま

しては、３月に入札で決まる予定になっており

ます。 

○委員（野﨑伸也君） それは毎年だろうと思

うとですけれども、何社ぐらい来られるんです

か、その入札に。 

○水道局長（松田仁人君） 業者選定につきま

しては、一応契約検査課のほうで選定をいたし

ますが、基本的には１０社ほどでされると思い

ます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９７号・令和元年度八代市簡易水道事
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業特別会計補正予算・第１号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１００号・令和元年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号 

○委員長（村川清則君） 次に、議案第１００

号・令和元年度八代市水道事業会計補正予算・

第１号を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） 引き続きまして、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） 議案第１００号・

令和元年度八代市水道事業会計補正予算・第１

号について御説明いたします。 

 別冊になっております予算書の１ページをお

願いします。 

 今回の補正予算は、債務負担行為の設定でご

ざいます。先ほど簡易水道事業特別会計補正予

算でも御説明した内容と同じでございます。令

和２年４月１日から執行すべき業務で、年度開

始前に入札等の事務を行うため、債務負担行為

を設定するものでございます。 

 ５ページの債務負担行為に関する調書をお願

いします。 

 今回設定する債務負担行為の事項は水道事業

水質検査業務委託で、毎年入札で請負業者の選

定、契約を行っております。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１００号・令和元年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３４分 本会） 

◎議案第１０４号・指定管理者の指定について

（やつしろハーモニーホール） 

◎議案第１０５号・指定管理者の指定について

（八代市働く婦人の家） 

◎議案第１０６号・指定管理者の指定について

（八代市広域交流地域振興施設、八代市松中信

彦スポーツミュージアム） 

◎議案第１０７号・指定管理者の指定について

（八代市日奈久観光交流施設） 

◎議案第１０８号・指定管理者の指定について

（五家荘平家の里、緒方家、左座家、五家荘渓

流キャンプ場、五家荘自然塾、梅の木轟公園管

理施設） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 なお、議案第１０４号・やつしろハーモニー

ホールに係る指定管理者の指定について、議案

第１０５号・八代市働く婦人の家に係る指定管

理者の指定について、議案第１０６号・八代市

広域交流地域振興施設、八代市松中信彦スポー

ツミュージアムに係る指定管理者の指定につい

て、議案第１０７号・八代市日奈久観光交流施
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設に係る指定管理者の指定について及び議案第

１０８号・五家荘平家の里、緒方家、左座家、

五家荘渓流キャンプ場、五家荘自然塾、梅の木

轟公園管理施設に係る指定管理者の指定につい

て、以上の５件については関連がありますので

一括議題とし、説明を求め、採決については個

々に行いたいと思います。 

 それでは、本５件について一括して説明を求

めます。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） 経済企業

委員会に付託されました議案第１０４号から第

１０８号までの指定管理者の指定につきまし

て、次長の岩崎のほうから御説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部次長の岩崎です。ど

うぞよろしくお願いします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きたいと思います。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） それで

は、指定管理者の指定について説明させていた

だきます。 

 資料ですが、１２月の定例議会の議案書のほ

かに、別途配布させていただいております指定

管理者の指定についてというＡ４のホチキスど

めの資料、こちらもあわせて説明させていただ

きます。 

 それではまず、議案書の３ページをお開きく

ださい。 

 議案第１０４号から第１０８号まで、当部が

所管いたします施設のうち、５件１１施設の指

定管理者の指定につきまして議決をお願いする

ものでございます。 

 提案理由は、いずれの議案も本市が設置する

公の施設の指定管理者を指定するためには、地

方自治法第２４４条の２、第６項の規定により

まして議会の議決を経る必要があるためです。 

 まず、議案第１０４号です。施設名はやつし

ろハーモニーホール、指定管理者となる団体は

一般社団法人八代弘済会、指定の期間は令和２

年４月１日から令和７年３月３１日までの５年

間です。 

 次のページをお願いいたします。 

 議案第１０５号です。施設名は八代市働く婦

人の家、指定管理者となる団体は一般社団法人

八代弘済会、指定の期間は令和２年４月１日か

ら令和６年３月３１日までの４年間です。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 議案第１０６号です。施設名は八代市広域交

流地域振興施設、八代市松中信彦スポーツミュ

ージアムの２施設で、指定管理者となる団体は

株式会社肥後畳表中央市場、指定の期間は令和

２年４月１日から令和７年３月３１日までの５

年間です。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 議案第１０７号です。施設名は八代市日奈久

観光交流施設で、指定管理者となる団体は九州

綜合サービス株式会社、指定の期間は令和２年

４月１日から令和７年３月３１日までの５年間

です。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 議案第１０８号です。施設名は五家荘平家の

里、緒方家、左座家、五家荘渓流キャンプ場、

五家荘自然塾、梅の木轟公園管理施設の６施設

で、指定管理者となる団体は一般社団法人五家

荘地域プロジェクト、指定の期間は令和２年４

月１日から令和７年３月３１日までの５年間で

す。 

 それでは、詳細につきまして、別紙でお配り

しております資料にて御説明をさせていただき

ます。 

 資料を１枚めくっていただきます。 

 １ページ、議案第１０４号のやつしろハーモ

ニーホール指定管理者候補者の選定結果につい
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てです。 

 施設の概要は、記載のとおりです。 

 指定の期間は、５年間です。 

 委託料は、５年間合計で１億１９００万円と

なっております。 

 候補者の概要につきましては、記載のとおり

でございます。 

 次ページの指定の経緯ですが、令和元年９月

２６日に公募で募集を開始いたしまして、１０

月３１日に選定委員会を開催し、事業者からの

プレゼンテーションや事業者へのヒアリングな

どを行い、１１月１１日に指定管理者候補者が

決定したところです。 

 ５の応募状況につきましては、説明会への参

加が４団体、応募件数は３団体でございまし

た。 

 今後の日程ですが、本議会にて指定と債務負

担行為予算の議決を受けた後、速やかに指定通

知及び指定の告示を行い、４月までに協定の締

結を終え、４月１日から指定管理の運営開始を

予定しております。 

 選定委員会の委員につきましては、記載のと

おりです。委員９名のうち、５名が外部委員と

なっております。 

 選定結果につきましては、後ほどまとめて御

説明させていただきます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 議案第１０５号の八代市働く婦人の家です。 

 施設の概要は、記載のとおりでございます。 

 指定の期間は、前回は５年間でしたが、今回

の期間は４年間としております。 

 その理由としましては、今年度指定管理者を

更新していますサンライフ八代と今回の婦人の

家とは運用機能が類似しており、利用者の利便

性や施設運用、管理の効率化などについて、フ

ァシリティーマネジメントの観点から検証を行

う必要性があると判断いたしましたことから、

サンライフ八代の指定管理期間の終了年に時期

を合わせるため、期間を４年間としておりま

す。 

 委託料は、４年間で合計６５８０万４０００

円となっております。 

 候補者の概要につきましては、記載のとおり

でございます。 

 次のページの指定の経緯ですが、先ほどのや

つしろハーモニーホールと同様となっておりま

す。 

 ５の応募状況につきましては、説明会への参

加が２団体、応募件数も２団体でございまし

た。 

 今後の日程につきましては、先ほどやつしろ

ハーモニーホールと同様となっております。 

 選定委員会につきましては、記載のとおりで

ございまして、委員９名のうち、５名が外部委

員となっております。 

 選定結果につきましては、後ほどまとめて御

説明させていただきます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 議案第１０６号の八代市広域交流地域振興施

設、八代市松中信彦スポーツミュージアムの２

施設です。 

 施設の概要は、記載のとおりです。 

 指定の期間は、５年間です。 

 この施設は、指定管理者が市に納付金を納付

する施設となっており、その額は５年間で合計

１５３０万円となっております。 

 候補者の概要につきましては、記載のとおり

でございます。 

 次のページの指定の経緯ですが、令和元年９

月２６日に公募で募集を開始いたしまして、１

０月３１日に選定委員会を開催し、事業者から

のプレゼンテーションや事業者へのヒアリング

などを行い、１１月６日に指定管理者候補者が

決定したところです。 

 ５の応募状況につきましては、説明会への参

加団体が１団体、応募件数も１団体でございま
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した。 

 今後の日程ですが、議会にて指定の議決を受

けた後、速やかに指定通知書及び指定の告示を

行います。その後、来年の３月の定例議会にお

いて歳入予算案を提案し、議決をお願いいたし

まして、４月までに協定の締結を終え、４月１

日から指定管理者の運営開始を予定しておると

ころでございます。 

 選定委員会につきましては、記載のとおりで

ございまして、委員９名のうち、５名が外部委

員となっております。 

 選定結果につきましては、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 議案第１０７号の八代市日奈久観光交流施設

です。 

 施設の概要は、記載のとおりです。 

 指定の期間は、５年間となっております。 

 委託料は、５年間の合計で４２００万円とな

っております。 

 候補者の概要につきましては、記載のとおり

です。 

 次のページの指定の経緯は、八代市広域交流

地域振興施設と同様となっております。 

 ５の応募状況につきましては、説明会への参

加が３団体、応募件数は１団体でございまし

た。 

 今後の日程は、やつしろハーモニーホールと

同様でございます。 

 選定委員会につきましては、記載のとおり

で、委員９名のうち、５名が外部委員となって

おります。 

 選定結果につきましては、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 議案第１０８号の五家荘平家の里、緒方家、

左座家、五家荘渓流キャンプ場、五家荘自然

塾、梅の木轟公園管理施設です。 

 施設の概要は、記載のとおりです。 

 指定の期間は、５年間です。 

 委託料は、５年間の合計で６６９８万円とな

っております。 

 候補者の概要につきましては、記載のとおり

です。 

 次のページの指定の経緯につきましては、八

代市広域交流地域振興施設などと同様です。 

 ５の応募状況につきましては、説明会への参

加団体が１団体、応募件数も１団体でございま

した。 

 今後の日程は、やつしろハーモニーホールと

同様となっております。 

 選定委員会につきましては、記載のとおり

で、委員１０名のうち、５名が外部委員となっ

ております。 

 選定結果につきましては、後ほど説明させて

いただきます。 

 それでは、選定結果について御説明いたしま

す。 

 資料１１ページをお願いいたします。 

 審査結果につきましては、施設ごとに取りま

とめてございます。 

 ５つの選定項目のうち、ナンバー１につきま

しては適否を判断し、ナンバー２から５の４項

目につきましては点数化して、総得点合計２０

０点満点で評価しております。 

 まず、やつしろハーモニーホールの候補者で

すが、ナンバー１につきましては適していると

の判定で、①総得点合計が１５６点となってお

り、これに市内業者の優遇措置点の１０点を加

えて、総計が１６６点となっております。 

 次に、１２ページの八代市働く婦人の家の候

補者ですが、ナンバー１につきましては適して

いるとの判定で、①総得点合計が１５７.５点

となっており、これに市内業者の優遇措置点の

１０点、優秀事業者の優遇措置点１０点を加え

まして、総計が１７７.５点となっておりま
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す。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 八代市広域交流地域振興施設及び八代市松中

信彦スポーツミュージアムの候補者ですが、ナ

ンバー１につきましては適しているとの判定

で、総得点合計が１４９.３点となっており、

これに優秀事業者の優遇措置点の１０点を加え

て、総計が１５９.３点となっております。 

 次に、日奈久観光交流施設の候補者ですが、

ナンバー１につきましては適しているとの判定

で、総得点合計が１６５.９点となっておりま

す。これに優秀事業者の優遇措置点２０点を加

えて、総計が１８５.９点となっております。 

 最後に、五家荘平家の里ほか５施設の八代市

五家荘観光施設の候補者についてですが、ナン

バー１につきましては適しているとの判定で、

総得点合計が１４３.８点でございまして、総

計も同じ点数でございました。 

 候補者選定の基準が総得点合計の２００点満

点の６割以上の１２０点以上となっております

ので、５件の候補者いずれも基準を満たしてい

るところです。 

 なお、議決を受けた場合には、年度内に協定

締結の手続を行いますことから、納付金施設以

外の施設につきましては債務負担行為の設定が

必要となりますので、別途、一般会計補正予算

・第８号にて、それぞれの年数、限度額に応じ

た債務負担の設定をお願いしているところでご

ざいます。 

 説明については以上です。御審議方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） 説明が終わりまし

た。それでは、以上の部分について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） まず、ハーモニーホー

ルのほうですけれども、来館者とか利用頻度と

かっていうのは、これまでの期間どういった状

況にあるのかちょっと教えてほしいです。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） やつし

ろハーモニーの利用者の推移につきましては平

成２６年からの数字を出しておりまして、平成

２６年の数字が２５万６０２４人、それから直

近の数字で平成３０年度の数字が２５万３５３

０人で、比率から申し上げますと９９％という

ことで、ほぼ横ばいの状態でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、集計表の

ほうで、ハーモニーホールのやつなんですけ

ど、Ｂのところ、Ｂ社さんのほうですね。ここ

のモニタリング評価ですよね、ところで１０点

ってなってるんですよ。 

 ということはＢ評価なんだろうなというふう

に思うんですけれども、そのＢ評価に至った経

緯というのは何ですか。 

○商工政策課長（田中 孝君） モニタリング

評価のＢの経緯でございますが、理由といたし

ましては、現在、館の利用状況に応じて人員を

適切に配置されてるとか、あと近隣住民からの

お尋ね、お問い合わせに対して丁寧に対応され

ているとか、あと地域団体との連携を図り、ロ

ビーライブややつしろマルシェなど、多くの共

催事業も開催されているなど、市が関係するそ

の他の催事、いわゆるイベント等にも協力をし

ていただいたという点が大きくございます。 

 そのほか、ホームページや掲載物を利用し、

積極的な利用促進に取り組まれて、苦情処理等

も適切に行われている。さらに施設修繕等を行

いながら光熱水費等経費削減を着実に行ってい

るとか、そういう点を評価したところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） そのＡにならない理由

は何なんでしょうか。今すごいＢの評価ってい

うのはこういうことがあって、Ｂの評価してる

んですという話だったんですけれども、じゃあ

それはＡにならない理由というのは何なんです

か。何が悪いんですか。 
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○商工政策課長（田中 孝君） 点数化してお

る中でですね、評価のレベルが０から５までの

６段階ございます。 

 今回、Ｂっていうのは点数化する中で８０

％、いわゆる８割というところを基準でござい

まして、Ａっていうのが１００％、当初の計画

を大幅に上回りすぐれた管理運営がなされてい

るというところでございましたので、そこまで

はちょっといってなくて、計画をすぐれたとい

う言葉がなく、大幅という言葉がなく、上回っ

た管理運営がなされているというところでＢ判

定、８割程度の判定をしているところでござい

ます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 でですね、別紙３のほうですよね、今度は、

見ていただいて、日奈久観光交流施設のところ

の優遇措置、ここ２０点になってるんですよ。 

 私、思うんですけど、この今さっき言ったハ

ーモニーホールのＢ社さんとこれは同じ会社な

んだろうなと思うんですが、ここが２０点にな

ってるという理由は何ですか。Ａ評価。 

○商工政策課長（田中 孝君） 申しわけあり

ません。やつしろハーモニーホールとですね、

この日奈久の施設の指定管理者の方は違いま

す。（委員野﨑伸也君「ああ、ごめんなさい」

と呼ぶ） 

 済いません委員さん、そこだけ１点、まず最

初にうちのほうからお答えさせていただければ

と。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、それは。 

 じゃあ、さっきの別紙３のところの２０点と

いうとこ、ここだけちょっとほかのところとは

全然違う配点が出てるんで、そこをちょっと説

明お願いしたいと思います。 

○観光振興課長補佐（西村一章君） 評価が２

０点に至った理由ということでお答えさせてい

ただきます。 

 まずもって、先ほどの田中課長の部分とかぶ

ってしまうところがあるかと思いますけれど

も、いわゆる指定管理者が行う地元との連携の

状況等が非常によくいってるというところ、そ

れとあと観光施設、観光案内業務もあわせて行

っておられる、依頼している関係から、その案

内業務のほうもきちんと対応をされており、利

用者からの評価も非常に高いという点、それと

利用者側、最近ふえておりますインバウンド等

の対応に関しても、その対応に関して問題がな

いというところでＡ評価というふうにさせてい

ただいております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。 

 その下に、今度、五家荘も観光施設があっと

ですけれども、そこが０点なんですよね。何で

０点なんですかね。地元の方でしょ、多分。普

通は１０点まず入るべきだろうと思うんですけ

ど、何で０点なんですか。 

○地域振興課主幹兼観光係長（髙田剛志君） 

失礼します。野﨑委員の五家荘観光施設の優遇

措置の０点につきまして御説明させていただき

ます。 

 こちらにつきましては、お手元の資料にもで

すね、米印の２番、下のほうに記載があります

が、こちらは市内と競合する場合についてまず

合計が５％加点されるというのが１点。 

 それと、先ほどからお話がありましたモニタ

リング評価につきましては、こちらの施設、五

家荘地域振興会という団体が管理しておりま

す。こちらにつきましては評価がですね、Ｃ評

価という形になってます。 

 内容としましては、いろいろ地元と連携しな

がら施設を運営しているところでございます

が、プラスに加点されるような項目がちょっと

なかったというところで、今回Ｃ評価といった

ところで、加点減点なしといったところで０点

という形になっております。 
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○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 もういっちょ聞いてよかですか。済いませ

ん、交流振興施設及び松中スポーツミュージア

ムについてですが、こちらの来館者数って多分

松中信彦のほうがわかるかと思うんですね。 

 来館者数の推移と、ここの施設の指定管理者

のほうから多分いただいてると思う納付金の関

係の、幾らぐらいのあれがもらってるのかとい

うのでよろしいんですかね、納付金の関係はわ

かりますか。あれば教えてください。 

○観光振興課長補佐（西村一章君） お答えい

たします。 

 松中スポーツミュージアムの来館者数、利用

者数の推移でございますが、平成２８年２７６

８名、平成２９年２２６５名、平成３０年３３

２４名という形で推移しております。 

 それと、納付金の状況でございますが、前回

の指定管理の折には、平成２７年から令和元年

までトータルで１３００万ということになって

おります。 

 今回、指定管理者様のほうから御提案をいた

だいてる案につきましては、令和２年から令和

６年までで１５３０万ということで提案をいた

だいてるところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） 大丈夫です、はい。こ

れで終わります。 

○委員（山本幸廣君） 説明があった中で、野

﨑委員のと少し関連するんですが、選定結果の

中でですね、五家荘、これ私は五家荘問題につ

いて先般、一般質問で、谷川登委員が一般質問

されたんですが、これに関連して２点ほど、ち

ょっとばかり確認をさせて、また、お願いをし

たいという気持ちがあります。 

 一つはですね、指定管理が今回は久連子古代

の里と五家荘草花資料館ですね。これが直営に

切りかえるということを部長も答弁なされて、

その答弁の中で、直営に行くならば直営後のこ

の施設の活用状況、どういった活用をするのか

というのが１点です。 

 それと、指定管理の中で、今回２つ抜けます

けども、６６００万のが前回は９１００万円

と、やっぱ二千何百万か違うんですね、数字

が。金額的に、予算的に。２施設が約１０００

万ぐらい、指定管理の中で、前回９１００万だ

ったですからですね。 

 その理由で、この指定管理団体というのがな

ぜこの２施設を引き受けられない状況になった

のか、そこら辺を少し教えてください。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） まず、

１点目の直営後の方向性といいますか、どのよ

うにやっていくのかということなんですけど

も、直営しまして、その後、これまでも住民の

方々と十分協議しながら進めてきて、２施設を

指定管理施設から外すという形にはなってきて

はいるんですけれども、その話の中でですね、

やっぱり当然、利用者数も激減してるというよ

うなところで、例えば久連子古代の里につきま

してはですね、平成２６年に５６２人であった

ものが現在は１６０人というようなことで、比

率から申し上げますと２８％程度に落ち込んで

るというような状況もございます。 

 地域の方々につきましては、当然観光客にた

くさん来ていただくということは重要であるけ

れども、まずは自分たちが生活に密着した形で

ですね、何かその施設を利用していただけない

だろうかというような御意見がたくさんありま

した。 

 そういった中で、当然現在も集会所機能も果

たしております。また、加えて避難所という機

能もあります。 

 今後十分、直営をする中で、当然利用者数も

ふやそうというような努力はもちろんやります

けれども、あわせまして、住民の方々と一緒に

その施設の方向性、こういったものを定めてい
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ければなというふうに思います。 

 方向性につきましては以上です。 

 なお、８施設を６施設に減少したと、この２

施設を外したという理由につきましては、泉支

所の地域振興課長のほうから説明させていただ

きます。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） 泉支所

地域振興課長の中村です。よろしくお願いいた

します。 

 ２施設を外しました理由でございますが、２

施設につきましては二十数年にわたり五家荘地

域観光施設として役割を果たしてきました。 

 近年、観光のニーズの変化に伴い、利用者が

減少しております。 

 今日に至るまで２施設の方向性について地元

の代表者の方々と協議を進めてまいりました。

その結果、利用者や売り上げの動向、施設の状

況及び観光施設あり方検討会の意見を考慮し、

検討したところ、来年度からの対象施設から外

すべきであるとの結論に至りました。 

 なお、参考までに、観光施設あり方検討会の

意見としましては、久連子古代の里が移譲、草

花資料館が管理形態の見直しとなっておりま

す。 

 今後の両施設の管理につきましては、当面、

市で直接管理することとしておりますが、避難

所として指定されている施設もありますので、

地元住民や観光関係者の方々と利活用方法につ

いて検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） すきっとしないという

のが私の考えなんです。 

 なぜかといいますと、この古代の里というの

はもう歴史があるのは誰でも御存じですよね。

ネットでずっと出したんですけども、壇ノ浦の

戦いで敗れた平家の方々の子孫が隠れておられ

て、それはやっぱしこういう古代の里の中でで

すね、やっぱそれは劇場をつくりながらです

ね、一生懸命、先人、先輩がつくってこられた

観光一大の施設であるということ、これはもう

副委員長の谷川委員がもう地元でですね、もう

言っておられるわけですけども、私たちもたま

に行くわけですけども、これはですね、残さな

いかんなと、これが私の一つの考えで、もう谷

川委員が一番のですね、先駆者ですけども、こ

れは絶対直営だろうがですね、今の地元の方々

もですけども、八代市民のですね、これは本当

の財産なんですよ。八代市の財産ですよ。 

 それをいかにＰＲをしていくかというのが、

直営になったから消滅するだろうという、こう

いう心配はすごいあるわけですよ。 

 だからこそ、重ねてこういう意見を述べるわ

けですけども、ぜひともですね、再建できるよ

うな方向の直営というのを考えていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか、次長。心意

気を示してください。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） 非常に

出資者としても非常にありがたいお言葉であり

ますけど、現在のファシリティーマネジメント

という考え方をもとに公共施設の見直しをやろ

うというような動きの中で、非常に我々としま

してもそういった方向もありかなと思いますけ

れども、要は住民の方々と十分議論を交わしな

がら、住民にとって何が一番いいのか、そうい

った最善策を模索しながら方向性を定めていけ

ればなというふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） もう一つ角度を変えて

言えば、あそこには財産区があると思うんです

よ。椎原でも久連子でもですね。 

 財産区のやっぱその管理の問題と処分の問題

とも含めて、これから地元の方々の意見という

のをしっかり捉えていただきたい、これが私の

考えなんですけども、そこらあたりの考えはど

うなんですか。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） 久連子

の今回観光施設、久連子古代の里にしろ、五家
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荘草花資料館にしましても、もともと地元の雇

用の創出だとか地域の活性化、こういったもの

を目的につくっております。 

 そういった観点から、今回観光施設という形

でお話をしておりますが、当然この地域全体の

地域づくりの一環として我々も捉えていく必要

があろうかと思いますんで、当然財産区とか、

いろんな地域に必要な要素とかがございますの

で、そういったものを総合的にですね、考えた

上で、施設のあり方、こういったものを検討し

ていく必要があるかなというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） あと意見でよろしいで

す。 

○委員（谷川 登君） 今、本当に山本委員か

ら我がふるさとの久連子の古代の里並びに草花

資料館に対してですね、本当にうれしい御意見

をいただき、ありがとうございました。 

 ただ、地元の議員としてですね、本当にこの

件につきましてはですね、十分、直営になって

もですね、一般質問でしましたけれども、地域

住民の方々と話し合いながら、やはり先ほど執

行部の説明がありましたように避難所という例

もございます。 

 高齢化に伴ってですね、非常に厳しい状況で

はございますが、ぜひこの２施設についてはで

すね、直営になっても精いっぱい努力していた

だきたいと、要望でございます。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） 意見として。 

○委員（谷川 登君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかに質疑ありませ

んか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 再度、部長も国から来

ておられますから、この問題はですね、県全

体、国の全体にかかわる問題だと思うんです

よ。 

 なぜかという角度を変えて言えば、集落がな

くなるだろうという。なぜかというと、傾斜

地、大規模災害が多いこの時期に日本がなった

ときに、国も県も方向性は集落をなくすだろう

というようなですね、そういうふうな、なくす

だろうじゃないんですけども、傾斜地に移転を

お願いすると。これが今、県の事業でどんどん

どんどん進めていきよるんですよ。 

 何か費用対効果はないというような考え方で

県は持っておりますから、これについては私は

誤りだと思うんですよ。 

 やっぱふるさとの集落をなくすような、そう

いう施策を持ってること自体がおかしいと私は

思います。 

 これはしっかりしたですね、もう県のレベル

の県の議員に私はこれ厳しくやったんですけど

も、それは１戸当たりの移転移動で何百万やる

けんなおってくださいとか、もう単刀直入で県

の職員が言ったということですから。県の方々

がですよ。 

 そういうことでありますので、よろしければ

市のそこらあたりもよく把握しながら、集落を

残すためにはですね、傾斜地についてもやはり

対策工事をしていただく、その方向で集落を残

すという、そういう一つの流れをつくっていた

だきたいと。 

 これは私も今興奮しとるんですけども、本当

つらい一つのですね、これはもう人吉、球磨ま

ではずっとですよ。そういうところの傾斜地が

急傾斜地のところの移転を物すご推進をしてお

る状況でありますから、もしかしたらば五家荘

がなくなるかもしれない、将来ですよ。 

 そういうふうにならないためにもですね、や
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はり防災対策としては近隣の中では工事を進め

ていただきたいという、これは強い意見ですの

で、特にこちらの山本部長には国から来ておら

れますけんでから、県の考え方に八代市がどう

対処していくかということをですね、強く求め

て、考えていただきたい、そういうことであり

ますので、よろしくお願いと、これは意見で

す。 

○委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 今回、ハーモニーホー

ルの件についてですけれども、指定管理者が変

わられますよね。ということで、若干ですね、

心配があるんですよ。 

 今回管理されるところの団体が同じような施

設の管理をしてこられた経緯、実績があるのか

どうかちょっとわからないんですけれども、非

常に最近のハーモニーホールのこの施設運営と

いうのは、私が聞く中では非常に評価がよかっ

たもんですから、さらにいい施設とですね、な

って、管理していっていただきたいなという思

いがありましたので、ちょっと若干の心配はあ

る。かわるということで。 

 そこは密接にやっぱり市役所のほうと連携と

りながらですね、市民の皆さんの評価も聞きな

がら適切に対応のほうお願いをしたいというふ

うに思いますんで、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第１０４号・やつしろハーモニー

ホールに係る指定管理者の指定については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１０５号・八代市働く婦人の家

に係る指定管理者の指定については、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１０６号・八代市広域交流地域

振興施設、八代市松中信彦スポーツミュージア

ムに係る指定管理者の指定については、可決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１０７号・八代市日奈久観光交

流施設に係る指定管理者の指定については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 次に、議案第１０８号・五家荘平家の里、緒

方家、左座家、五家荘渓流キャンプ場、五家荘

自然塾、梅の木轟公園管理施設に係る指定管理

者の指定については、可決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１９分 本会） 

◎議案第１２７号・八代市簡易水道事業の設置

等に関する条例の制定について 

○委員長（村川清則君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１２７号・八代市簡易水道事業
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の設置等に関する条例の制定についてを議題と

し、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） 水道局の松田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） まず、条例に入り

ます前に、お配りしております資料に基づいて

簡単に簡易水道事業の現状と地方公営企業法、

以下、法といいますが、説明させていただきま

す。 

 まず、資料１でございます。この一枚紙にな

ります。きょうお配りしてましたものです。 

 水道法による水道事業につきましては、５０

０１人以上を給水人口とする上水道、それか

ら、１０１人以上から５０００人以下を給水人

口とする簡易水道事業があります。 

 まず、資料の２項目めです。本市の水道事業

には、旧八代市を給水区域とした上水道事業、

千丁町、鏡町など旧八代郡部を給水区域とした

八代生活環境事務組合の上水道事業、主に坂本

町、東陽町、泉町の中山間部を中心とした簡易

水道事業がございます。 

 現在、ほとんどの簡易水道事業は、人口減

少、節水型社会への移行などもありまして、費

用に見合う料金設定がなされていないなど、使

用料収入が十分ではなく、本来使用料収入で賄

うべき経費を一般会計からの繰入金で補塡して

おります。 

 本市の簡易水道事業におきましても、本年１

０月使用分より使用料を１０％改定しておりま

すが、それでもなお厳しい財政状況にありま

す。 

 そこで、水道経営の健全化に向けた取り組み

として、事業の計画性や透明性の確保、経理内

容の明確化のために、国においても企業会計導

入について集中取り組み期間を設定し、全国的

に企業会計への移行、いわゆる法の適用化が進

められているところでございます。 

 また、法の適用をする場合には、財務規定及

び組織、職員の身分の取り扱いを適用する全部

適用と財務規定のみを適用する一部適用がござ

います。 

 資料の３項目めですが、本市の上水道事業は

昭和４１年より全部適用へ移行しており、下水

道事業は平成２７年より財務規定のみの一部適

用へ移行しているところです。 

 資料の裏面をごらんください。 

 ４項目めになりますが、現在公営企業を取り

巻く状況は、人口減少等による料金収入の減

少、施設・管路等の老朽化に伴う更新投資の増

大など、多くの課題を抱えており、今後は将来

を見据えた経営基盤の強化が必要となります。 

 そこで、法を適用するということで損益計算

書や貸借対照表など、財務諸表の作成が可能と

なり、経営状況の把握や経営分析を通して適切

な料金設定や資産管理など、今後の経営効率化

につなげるものでございます。 

 資料５ですが、法の財務適用を適用すること

で、会計処理が現金の収入及び支出の動きだけ

を見る官公庁会計から、現金の収支の有無にか

かわらず経済活動の発生という事実に基づき整

理する企業会計になります。 

 また、予算及び決算につきましても、企業の

利益を増減させる取引の損益取引と資本を直接

変動させる資本取引の２本立ての予算となりま

す。 

 以上、法の適用意義や企業会計について御説

明しましたが、今回、法を一部適用するに当た

って、新たな条例の制定が必要となりましたの

で本条例を提出するものでございます。 

 それでは、条例について説明をさせていただ

きます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 八代市簡易水道事業の設置等に関する条例に
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つきましては、法とその施行令によりまして条

文を制定するものでございますが、全部で９条

の構成となっております。 

 主なものを説明いたしますと、まず第１条で

その趣旨をうたっておりまして、簡易水道事業

とは水道法上の簡易水道をその範囲とし、本市

におきましては、認可上では二見洲口町町内に

１カ所、坂本町内に２２カ所、東陽町内に２カ

所、泉町内に１１カ所を対象としております。 

 次に、第３条ですが、先ほど御説明しました

法の適用範囲について述べておりまして、財務

規程のみの一部適用を予定しております。 

 次に、第７条ですが、会計事務についてうた

っておりまして、会計管理者にその事務を委任

する項目でございます。 

 内容につきましては、八代市会計管理者の補

助組織設置規則第２条における会計課の事務分

掌を参考に会計管理者と協議の上、公金の出納

及び保管に関する事務、小切手の振り出しに関

する事務、有価証券の出納及び保管に関する事

務、支出負担行為の確認に関する事務等をうた

っております。 

 あと、最後の第９条で、業務状況の説明書類

の作成時期及びその内容についてでございます

が、法第４０条の２の第１項の規定で、毎事業

年度少なくとも２回以上、当該地方公営企業の

業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体

の長に提出しなければならないとされておりま

す。 

 作成は、年２回。作成時期についても一般会

計等の財政状況の公表時期と一致させることが

望ましいことから、八代市財政事情の公表に関

する条例と同一になるよう規定しております。 

 最後に附則で述べておりますが、今現在、簡

易水道事業は八代市特別会計条例の第４号に規

定されておりますので、この条項から削除され

る形となります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（村川清則君） 説明が終わりまし

た。以上の部分について質疑を行います。質疑

ありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２７号・八代市簡易水道事業の設置

等に関する条例の制定については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２８号・八代市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正について 

○委員長（村川清則君） 次に、議案第１２８

号・八代市水道事業の設置等に関する条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） 引き続きお世話に

なります。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） 議案書の６１ペー

ジをお願いいたします。 

 それでは、議案第１２８号・八代市水道事業

の設置等に関する条例の一部改正について御説

明します。 

 改正の理由でございますが、地方自治法の一

部改正に伴い、第２４３条の２、普通地方公共

団体の長等の損害賠償責任の一部免責でござい

ますが、新設されまして、これまでの２４３条

の２、職員の賠償責任が第２４３条の２の２に

繰り下げとなったため、本条例の第５条を改正
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するものでございます。 

 なお、施行期日は令和２年４月１日からとす

るものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議方、よろしくお願いします。 

○委員長（村川清則君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２８号・八代市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退出ください。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎発議案第１１号・やつしろ産トマト消費拡大

推進条例の制定について 

○委員長（村川清則君） 次に、当委員会に付

託となっております継続審査の発議案第１１号

・やつしろ産トマト消費拡大推進条例の制定に

ついてを議題とします。 

 前回の管内視察の内容等も含めて、本件に対

する御意見等はございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） もう意見じゃないんで

すけれども、前回の経済企業委員会、前期です

ね。これが提案されたときに審査された経済企

業委員会の中で、この条例について、案につい

て何か不備が、文書統計課のほうからそういっ

たね、不備があるよというような御指摘があっ

たというようなことが議会事務局のほうから報

告がありました。 

 どこら辺のあたりがその不備に当たるのか、

ちょっと執行部のほうにですね、文書統計課の

ほうに確認をしたいんですけれども。どこが不

備なのか。 

○委員長（村川清則君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 

○委員長（村川清則君） それでは、午前中の

審査を終了し、しばらく休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１６分 開議） 

○委員長（村川清則君） それでは、休憩前に

引き続き経済企業委員会を再開いたします。 

 やつしろ産トマト消費拡大推進条例の制定に

ついて御意見等はございませんか。ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 午前中に引き続きなん

ですけど、提案者のですね、思いというような

中からいけば、前期のですね、もう３カ月前の

議会の中で提案されて、その時期、今のトマト

の生産者の状況というとを鑑みたときに、本当

にもうスピード感を持って進めていかなければ

ならないというような思いというのをですね、

感じとっておりますし、そのように生産者の方

々からもですね、承ってるところもありますの

で、早くですね、こちらについては制定される

ようなですね、取り組みっていうか、進めてい

くような取り組みをですね、ぜひお願いしたい

と、すぐにでもですね、やっていってほしいな

というふうに思っております。 

 ほかの方の御意見がですね、どうなのかとい

うのはありますけど、私としてはやっぱ提案者

の方の、また生産者の方の意見をですね、思い
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っていうのを尊重してですね、早目にいろいろ

と進めていくということでお願いしたいという

ふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） 先ほどから小会の中で

もですね、いろいろと委員の方々とこの問題に

ついて議論をしたわけでありますけど、その経

緯というのが９月の定例会、１２月の定例会、

その間に委員長のもとで管内調査というのをで

すね、この問題に特化して管内調査を、視察を

させていただきました。 

 その中で、ＪＡさん、そしてから他の出荷組

合、漁業協同組合２カ所ですね。そういう中

で、ＪＡとしては他産品も取り扱いをしてるか

ら、それも一つ含めていただければなというよ

うな御意見があったと思います。 

 その後、私が言った意見を当ＪＡの執行部の

方々にお願いしたのは、やはり今の日本一の産

地のトマトの生産農家は大変厳しいと、価格的

にも大変厳しいという状況の中で、トマトに特

化した条例をということで説明をさせていただ

きました。 

 他の出荷組合におきましては、特化という

か、トマト条例には賛成でありますと、ぜひと

も今の状況を打破するためにもつくって、早期

に制定してつくっていただきたいというような

御意見を賜ったという中で管内調査をですね、

しっかり委員長のもとで行い、そして今回の１

２月定例会での継続審査の中で今審議をしてい

るさなかでありますけども、ぜひとも私も提案

した一人でありますので、この条例については

ですね、お互いに理解をですね、市民からも理

解を得るし、またいろんな方々の理解を得る中

でですね、早期な条例の制定を私は今回につい

ても可決をするようにしていただければなとい

うふうな気持ちでいっぱいでありますので、ど

うか皆さん方の御理解をいただきたいと存じま

す。 

○委員（田方芳信君） 本当、確かに山本委員

が言われるとおり、野﨑委員が言われるとお

り、確かにトマト売り上げが低迷して、大変厳

しい状況ちゅうのは十分わかりますけど、農業

についてはですね、やはりトマトだけではな

い、やはりそれに付随するたくさんの農産物と

いうのがまだあります。 

 そういった部分ちゅうのもしっかりと、条例

つくるに当たってはしっかりと判断し、そして

話し合いながら、そしてそういう条例をちゅう

とをですね、新たにそういった部門を模索して

いかなければならないかなと私自身は思ってお

ります。 

 たくさんの農産物があります。トマトだけに

固持していけばどうかなと思う点があるんです

よね。 

 現状確かに、去年ですかね、大変厳しい状況

だったと思いますけど、ことしは何とかトマト

農家さんのほうも前年に比べて数段の金額が、

売り上げが上がってるみたいでございます。 

 そういった部分の流れを考えればですね、や

はりいいときもあれば悪いときもある、これが

やはり商売であって、そういった部分を考えれ

ばですよ、やはりほかにはたくさんの、先ほど

も何回と言いますけど、農産物たくさんありま

す。そういった部門の方々とも話をして、そし

て新しいそういう条例をみんなで模索しながら

考えるのも一つの提案ではないかと思います。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、田方委員からので

すね、今の現状を含めて、私はそれはもう既に

理解をしとると思います。しておりながらです

ね、今回の条例を挙げて発議をしたという。 

 ことしの作から見てもですね、これはもう生

産者というのは生産資材の高騰が一番今の打撃

なんです。それと今回は出荷量が少ないんで

す。それでどうにか持ちこたえてきて、高価格
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を推移をしてきた中で１２月にどんと落ちてき

たわけですけども、その中でもやっぱし単収が

上がらないというのが一番のですね、今回は、

この作はですね、厳しいような状況になってい

くと。 

 これもやっぱ今、田方委員が言われたよう

に、これはもう重油の価格の、重機を、これは

もう競走心が持っとる生産物ですからですね、

来年明けたらぼっと上がるかもしれんし。 

 だけども、今の農家のこの３年間の現状を見

た中でですね、これはＪＡさんもよく調べとる

んですよ。貸し付け関係についてもですね、厳

しい貸し付け関係でやっぱし農家の生産者にし

わ寄せをしとるというような状況でやっぱしだ

んだん離れをしたりですね。 

 そういう状況を鑑みながら、この日本一の産

地のトマトというのは八代のトマト、これをど

うやって産地を守っていくかという、もうそう

いう状況の中で今回は早急な条例の制定が必要

じゃないかなということで条例を提案したとい

うような状況でありますので、もうそこあたり

は田方委員もほかの委員の方々も理解しておる

ということで言われましたので、こちらも、私

からも総合的なですね、条例というのは、これ

はもう私も賛成だと、そういう理解をしとりま

すのでですね。 

○委員（田方芳信君） 確かに私たちも農家に

ついてはいろんな部門の中で、トマト農家、そ

れだけを見てやっていくちゅうのは、いろんな

作物あります。そういったところなんかも、ト

マトだけに集中していけばですよ、確かにこれ

はいい話ではあっとですよ、山本委員が言われ

てるのは。大変すばらしい話でございます。 

 ただ、急々にじゃあしなければならないの

か。確かに前回は大変だったから、こういう状

況だから急いでせないかんというお話でもあり

ますけど、果たしてじゃあ今トマトだけに特化

してしなければならないのか。ほかの農産物は

じゃあどうなのと、そういう問題も今後は出て

くるおそれもあるし、十分そこのところはしっ

かりと見ながら、聞きながら、そして委員会の

中でももみながら、そしていい案を出して、そ

していい事例をつくりたい、そういったほうが

いいのではないかと思うとですよね。 

 焦って１つにトマトに特化して、焦ってする

のじゃなくて、やはりほかの農産物、いろんな

部門たくさんあります。そういった部門なんか

も交えながら議論して次に向かっていくのも必

要ではないかと思うとですけど、私のほうはで

すね。 

○委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） これは本当に山本委

員の意見もそうだし、田方委員の意見も全くそ

うだと思います。 

 ただ、私が今思いながらですね、農家の方々

のやる気というのもですね、今考えながら聞い

ておりましてですね、やっぱり今イグサが非常

に低迷したということで、我々八代市の議員と

いうのはイグサに対して非常に予算が挙がって

きた場合はもろ手を挙げて賛成するっていう、

地域の中で、特にそれまでの伝統とか、あるい

は日本一とかいうフレーズのある分については

手伝ってきております。 

 農家の農作物はいろいろありますけれどもで

すね、そういった意味ではトマトなんかも日本

一のトマト生産ということであるならば手伝っ

てもいいんじゃないかなという気持ちになって

まいりまして、それならば早期に条例をつくっ

て、そしてほかのもし、メロンもそうなんです

けれども、ほかのそういった農家の方々の要望

があればその次またつくっていこうという、そ

ういう気持ちがあってもいいんかなって思い始

めております。 

 それで、やっぱし今、せっかくの機会だから

モデルとして早期につくって、農家の方々のや
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る気をですね、どんどんどんどん手伝ってやる

のも私たちの役目じゃないかなと思っておりま

すけど。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） ほかに。 

○委員（上村哲三君） ここ３カ月ね、長かっ

たというふうな感じで発議されたと今言われた

んですが、私としてはですね、この３カ月、１

回管内調査行ってですね、いろんな周辺の話も

少しずつ聞いてきた中でですね、やはりこのト

マト単品にして特化したですね、条例に関して

は少し違和感を覚えます。 

 というのは、やっぱ議会で、いかに議員発議

であろうが、議会でつくる条例ですから、全て

の市民、農家で言えば農家生産者の全ての部類

の方々にですね、不都合を起こさないようなで

すね、しっかりした条例をつくるべきであると

いうような気持ちが私にはあります。 

 それと、ここ３カ月ですけど、皆さんいろん

な事業もあって忙しかったこともあって、調査

が１回しかできてなかった。 

 この間の調査終わって帰ってきてもね、もう

ちょっとほかのところも管内調査に入る必要が

あると感じたよねというような話も私はしたと

思うんですが、そういうことも含めてですね、

もう一度やはり前回行けなかったですね、皆様

方、違う部署の皆様方への調査、聞き取りとい

うのは、生産者の聞き取りというのは重要じゃ

なかろうかなというのが一つです。 

 それと、その中でやはり条例をつくっていく

中の道順としてですね、それを踏まえた上で山

本委員から出されたですね、条例内の各条文の

審査をすると、そしてこれもまたある程度決ま

ったらパブリックコメントをとる、それから有

識者のですね、意見も聴取する必要があるので

はないかと。 

 いわゆるこれは法的な部分いろいろ入ってき

ますので、そういうところを鑑みてもう少し、

――わかります。苦しい思いを今してらっしゃ

るのはわかりますが、この条例をつくってから

即どのような即効性があるとかいうのは山本委

員、野﨑委員からもですね、意見はあってから

ですね、これをつくったというだけで大分違う

とばいと言われるけど、そこにですね、基本的

な見れる部分というのがですね、確かなものは

私はまだ感じとることができません。 

 確かに生産者の方々においてはですね、八代

市が基本条例ばつくったばいね、トマトってい

うのでですね、意気は上がるかもしれません

が、それが本当にいろんな生産者に対するです

ね、いろんな収入の拡大だなんだというふうに

ですね、即伝わって、効果が出るのかちゅうの

にはですね、私は自信は持てておりません。 

 だからこそですね、しっかり内容を精査し

て、先ほど田方委員からもありましたが、農産

物をですね、もうちょっと全体的に見た形での

ですね、しっかりした条例をつくる中で、市、

議会、それから市民の関係者の皆様を中心に、

誰を中心にじゃなくてですね、みんなが協働し

てですね、しっかりした支援体制をつくってい

く中で実の利を出していければですね、これが

短期的なものでなくて、長く続く事業展開につ

ながっていくのかなというふうに思えばです

ね、もうちょっと時間も欲しいし、審議してい

きたいなというふうに、相入れるところがあれ

ばいいなというふうに思っているところです

が、いかがでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 反論じゃないんですけ

ども、議長、今は委員ですからね。（委員上村

哲三君「委員ですよ」と呼ぶ） 

 なぜこの条例を発議したかというのを少し理

解をしてくださいよ。全文の中でですよ、私は

やっぱ精査しながらですね、今回は発議、条例

というのをですね、やっぱり１条からずっと検

討しながら自分はつくったつもりなんですよ。

そこら辺りは理解してくださいよ。 
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 単に突発的に出した条例じゃありません。そ

れは他市をずっとですね、他市のをネットで出

したり、聞いたり、そして生産者なり、事業者

なり、たくさんの方と意見交換した上でです

ね、やはりこれが今必要なんだということの意

見が多かったからですね、発議をしたと。 

 ひいては八代市のやっぱ発展のためにつなが

るんだと、税収にもつながるんだというような

思いで私は発議したんですよ。そこらあたり理

解してください。 

○委員（上村哲三君） 山本委員にも誤解して

ほしくないんですが、私が理解をしてないとい

うような気持ちで私は今発言をしておりませ

ん。 

 実際いいからですね、もうちょっとしっかり

中身を精査して、煮詰めて、まだよかとはなか

ろうかと、八代弁で言うと、まだよかつん実効

の上がっこつができやせんだろうかという思い

でですね、発言をしております。それは理解し

てください。逆に私が求めたいです。理解して

ください。 

 だから、私たちはみんなそういう気持ちでお

りますよ。だからこそですね、慎重になっとっ

とやろう。（委員山本幸廣君「わかっとっ、わ

かっとっ、もう」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

○委員（谷川 登君） 今、前回のですね、管

内視察の中で、やはり漁業からトマト農家、出

荷組合というようなことで、ＪＡのほうもです

ね、行ってまいりました。 

 そういう中でやはりその全体を見ますと、八

代トマト、これは本当に八代の目玉という位置

づけになりますが、全体を見渡しますとです

ね、例えば農家次第ではですね、経営がよい、

経営が悪いＡさんＢさんがおられるんですが、

そういう中でお茶農家にもですね、非常に面積

的には大きくやっておられる農家がおられます

が、それなりに努力しながら１人で、自分でで

すね、いかに高く売るかを、トマトと一緒だと

思うとですよね。 

 そういう中で、やはりトマトを位置づけたと

きに八代に農産物がどれくらいあるのか、でき

ればですね、今後たたき台出しながら継続でい

ってですね、いい条例をつくっていくならなと

いうふうな考えもあるんですが、やはり特化ち

ゅうことになりますと、やはりほかの農産物が

絡みますので、一応私はその辺がちょっと今後

の課題かなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） 採決すべきだという

御意見と……。 

○委員（上村哲三君） ちょっと小会してもら

ってよか。 

○委員長（村川清則君） はい、小会します。 

（午後２時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３６分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 この取り扱いについて、どういう取り扱いに

するのかをお願いいたします。 

○委員（谷川 登君） 先ほどですね、いろい

ろお話の中で継続というような言葉が出まし

て、審議未了でお願いしたいと思います。 

○委員長（村川清則君） 審議未了ですね。 

 ほかに。 

○委員（田方芳信君） いろいろお話出ました

けど、こういった状態で進んでいけば平行状態

が続くのかと思いますので、一回審議未了でし

ていただき、そして新しい案をですね、今後考

えてやらせていただければと思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、審議未了

を求める意見と採決を求める意見がありますの
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で、まず審議未了についてお諮りいたします。

採決は挙手により行いますが、挙手しない者は

反対とみなします。 

 本発議案については、閉会中、継続審査の申

し出をしないこと、並びに結論を得るに至らな

かったこと、すなわち審議未了とするに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 可否同数でありま

す。よって、八代市議会委員会条例第１７条第

１項の規定により、委員長が本発議案を裁決い

たします。 

 本発議案について、委員長は審議未了とする

ことに裁決いたします。よって、本件は審議未

了とすることに決しました。（｢お疲れさまで

した」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書については写しをお手元に配付しておりま

すので、御一読いただければと存じます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書及び委員長

報告の作成については、委員長に御一任願いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後２時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４１分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、水道事業に関する諸

問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して３件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（２

０２０みなと八代フェスティバルについて） 

○委員長（村川清則君） それではまず、２０

２０みなと八代フェスティバルについてをお願

いいたします。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） 国

際港湾振興課、南です。よろしくお願いいたし

ます。 

 今回、２０２０みなと八代フェスティバルの

開催について御報告させていただきます。 

 説明のほうは着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） さ

きに資料のほうをお配りさせていただいており

ますので、そちらのほうをごらんください。 

 まず、報告事項といたしまして、例年１１月

に開催しておりましたみなと八代フェスティバ

ルについて今年度の開催を見送っておりました

が、下に示しておりますとおり、来年度は開催

することといたしましたので、報告させていた

だくものです。 

 開催期日は令和２年４月２６日の日曜日で、

開催場所は現在整備中のクルーズ拠点くまモン

ポート八代となります。 

 イベント名はくまモンポート八代供用開始記

念（仮称）２０２０第３２回みなと八代フェス

ティバルといたしておりますが、港湾管理者の

県と協議する中で、この供用開始記念の部分は

オープン記念という表記で統一していく予定と

しております。 



 

－26－

 次に、検討の経緯についてですが、当初予定

しておりました今年度の開催につきましては、

本年度はクルーズ拠点整備工事が本格化するた

め、みなと八代フェスティバル開催会場の確保

及び来場者の安全確保が困難であるということ

が判明しましたことから今年度の開催を見送る

ことといたしました。 

 それにあわせて、令和２年４月に供用開始さ

れるクルーズ拠点のくまモンポート八代での開

催の可否を含め模索することとしておりまし

た。 

 その後は工事の進捗に合わせて県の港湾課と

協議を重ねてまいりました結果、施設の完成後

にはイベント等の開催が可能であることが確認

できました。 

 また、完成後には広く市民等に周知し、多く

の方に来場いただける場としていく必要があり

ますことから、完成した施設を早い時期にお披

露目する機会を設けることを目的に、これまで

１１月に開催しておりましたみなと八代フェス

ティバルを施設の供用開始記念として実施する

ことが効果的であると考え、今回４月に開催す

ることとしたものです。 

 なお、例年１１月に開催しておりましたみな

と八代フェスティバルにつきましては、令和２

年度の開催はこの４月１回とし、１１月は開催

しないことといたします。 

 このことは、１１月のみなと八代フェスティ

バル検討委員会に提案し、１２月の実行委員会

で決定をいただいたところで今回の報告となっ

たものでございます。 

 続きまして、イベントの内容について、名称

には例年のみなと八代フェスティバルにくまモ

ンポート八代供用開始記念（仮称）としており

ますが、この部分は先ほど御説明しましたとお

り、供用開始記念をオープン記念として今後統

一していく予定で、この冠をつけて実施するこ

ととし、過去の記念回と同様の規模での実施を

予定しております。 

 昨年は開催会場スペースの関係により実施で

きなかったステージイベント、それからキャラ

クターショーを復活して実施予定としておりま

す。 

 また、新たに肥後銀行様の協力によるイベン

トを加える予定で、内容につきましては現在、

肥後銀行様で検討中となっております。 

 本日、添付資料としまして、別紙でですね、

カラーの平面図をおつけしております。みなと

八代フェスティバル会場レイアウト案というこ

とでおつけしておりますが、こちらのほうをご

らんいただきたいと思います。 

 まだ整備中のため、詳細が判明しない部分も

あり、大まかなレイアウトを示しております。 

 完成予想平面図に赤い四角と丸つき数字で各

催しとテントの配置を記入しております。 

 主にステージや観覧席、物産展や海事官公庁

ＰＲ展等の主要な出し物を岸壁に設営し、海上

自衛隊、海上保安庁、国土交通省の船舶を今回

整備されます岸壁に並べる予定としておりま

す。 

 また、港湾関係事業所の働く機械と子供広場

を駐車場の一部を利用して実施する予定として

おります。 

 なお、細かな配置等は今後の整備完了や運用

のあり方を見ながら修正していくこととしてお

ります。 

 以上で、２０２０みなと八代フェスティバル

の開催についての報告を終わります。 

○委員長（村川清則君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で２

０２０みなと八代フェスティバルについてを終

了します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（日
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本遺産について） 

○委員長（村川清則君） 次に、日本遺産につ

いてをお願いいたします。 

○文化振興課長（沖田丈房君） 文化振興課、

沖田でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 日本遺産につきまして今後申請をするに当た

りまして、御説明をさせていただきます。 

 詳細な説明は補佐山﨑のほうからさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

○文化振興課長補佐（山﨑 摂君） 山﨑で

す。よろしくお願いいたします。 

 では、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○文化振興課長補佐（山﨑 摂君） 日本遺産

の認定申請について、その進捗状況について御

説明をいたします。 

 あらかじめ資料のほうを配布しておりました

のをごらんください。 

 日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通

じて日本の文化や伝統を語るストーリーを日本

遺産として国が認定する仕組みでございます。 

 文化庁では、２０２０年までに１００件のス

トーリー、日本遺産認定を予定しており、既に

８３件が認定されております。 

 残り１７件となっておりますが、本市の取り

組みとして、資料下のほうに書いておりますよ

うに、八代の特色ある文化を石、石工に関連す

る文化遺産を中心に物語るストーリーとして展

開し、八代中心部に残る八代城跡、東陽を中心

に八代全域に残る石橋、八代平野を生み出した

干拓事業を物語る樋門や堤防などの石造物と石

工をテーマに認定申請を目指しております。 

 申請の締め切りは年明けの１月２４日を予定

されているということで、それを目指して今最

後の詰めを行っているところでございます。 

 認定をされましたら、来年の５月中旬、ゴー

ルデンウイーク前後に発表がある予定となって

おります。 

 認定をもし受けることができましたら、八代

の豊かな歴史遺産について全国の注目が集まり

ますとともに、八代の方々が八代の歴史につい

て関心を深めていただくきっかけにもなること

が期待されます。その認定をぜひとることを目

指して今頑張っているところです。 

 説明は以上です。 

○委員長（村川清則君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で日

本遺産についてを終了します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（民

俗伝統芸能伝承館（仮称）について） 

○委員長（村川清則君） 次に、民俗伝統芸能

伝承館（仮称）についてをお願いいたします。 

○文化振興課長補佐（山﨑 摂君） 引き続

き、八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）につい

て、その整備事業について御説明申し上げま

す。 

 本年１０月に議会の承認を受けて本体工事の

契約に至りました。その節には大変お世話にな

り、ありがとうございました。 

 去る１２月９日に起工式が無事行われ、令和

３年春の完成を目指して計画を進めているとこ

ろでございます。 

 事業の概要として、経済企業委員会のほうで

これまでたびたび審議していただいております

けれども、委員の皆様が交代されていることも

あり、改めて概要について説明を申し上げたい

と資料のほうを準備しております。 

 事業の概要について改めて説明させていただ

きますと、平成２８年にユネスコ無形文化遺産

に登録された八代妙見祭を初め、市内各所の無

形民俗文化財では後継者育成や諸道具の収蔵施

設の確保などが課題となっておりました。 
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 これらを着実に保存継承するとともに、公開

による情報発信を行うことで伝統文化を生かし

た本市の活性化が図られるよう建設整備を進め

ているものでございます。 

 平成２４年に妙見祭保存振興会からまつり会

館提言書というのが提出されたのを皮切りとし

まして、たびたび提言書が発出され、平成２８

年の熊本地震の発災を受けまして、さらにその

文化財の保存への意識、責任などを強く感じら

れ、平成２８年５月に４団体より市議会への施

設整備方への陳情を出されまして、６月の定例

会でその陳情を採択していただきました。 

 それ以来、庁内検討会議、関係者意見聴取、

経済企業委員会での所管事務調査等経まして、

さまざまな御審議をいただきまして、今回の起

工式まで至ったというところでございます。 

 こちらの資料の右側のほうに、今回建設され

ます伝承館のイメージパースをつけておりま

す。 

 上の段が外側の様子、そして２段目以降が内

部の様子、それから大事な水引幕等を収納する

特別収蔵庫の図でございます。 

 ２枚目以降に展示棟、収蔵棟、会議棟からな

る伝承館の全体図、そして特に特徴的な屋根の

外観のパースが載っております。 

 ３枚目に建物の配置図、４枚目に展示・収蔵

棟の平面図、５枚目に会議室、そして伝承ルー

ムが入ります会議棟の平面図になっておりま

す。 

 こうした整備に向けて今取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 意見というか感想

で、非常にいい設計ができたなと思っとりま

す。 

 今後ですね、九州は台風が来ますので、台風

にも十分に備えできるような建物の強さをです

ね、備えていただくようお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） よろしくお願いいた

します。 

○文化振興課長補佐（山﨑 摂君） はい、あ

りがとうございました。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で民

俗伝統芸能伝承館（仮称）についてを終了しま

す。 

 執行部は御退出ください。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、小会いたします。 

（午後２時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５７分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の管外行政視察について

お諮りいたします。 

 本委員会は、令和２年１月２１日から２３日

までの３日間、兵庫県豊岡市、京都府宮津市、

兵庫県姫路市へ、産業・経済の振興に関する諸

問題の調査のため管外行政視察を行うこととし

たいが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） ないようでしたら、

以上で所管事務調査２件についての調査を終了

します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい
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てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の派遣承認要求の件につい

てお諮りいたします。 

 本委員会は、令和２年１月２１日から２３日

までの３日間、兵庫県豊岡市、京都府宮津市、

兵庫県姫路市へ、産業・経済の振興に関する諸

問題の調査のため管外行政視察を行うこととし、

議長宛て派遣承認要求の手続をとらせていただ

きたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって経済企業委員会を散会

いたします。 

（午後２時５９分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１２月１７日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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